
[20] 一宮市空き地の不良状態の解消に関する条例（案）の概要 

◎この条例は一宮市独自のもので、愛知県が定める条例はありません。 

1 条例の趣旨 

周辺の環境に悪影響を及ぼすような不良状態にある空き地を、その所有者に適正管

理させ、市民の生活環境を保全するため制定するものです。 

2 条例の概要 

空き地（現に人が使用していない土地等）に繁茂した雑草及びこれに類する竹木の

除去について必要な事項を定めることにより、不良状態を解消し、市民の生活環境を

保全するものです。 

条例の規定に基づく命令を受けたにもかかわらず、正当な理由なく、命令に従わな

い場合は、所有者名を公表する場合があります。【公表は市独自基準】 

3 施行予定日 

令和 3年 4月 1日 

「不良状態」とは、雑草及びこれに類する竹木が繁茂することにより、害虫の発

生源、ごみ等の不法投棄の誘発、又は犯罪発生の遠因その他生活環境に支障があ

る状態をいいます。 


